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活動報告

結 核 の 集 団 発 生 事 例 の 検 討

一 保健面 ・医療面 福祉面 ・労働面からの連携の必要性一

1飯降 聖子2藤 田 次郎3矢 島 宏泰3角 田 宏志

3坂本 倫子4松 村 淳子

1香川医科大学医学部看護学科地域.精 神看護学講座,2第 一内科,
3京都府宇治地方振興局健康福祉部,4京都府保健福祉部健康対策課

 THE INTERVENTION AGAINST AN OUTBREAK OF PULMONARY 

TUBERCULOSIS IN THE DORMITORY OF CONSTRUCTION LABORERS 
 —Connection with Approaches from Public Health , Medical 

        Treatment, Social Welfare, and Labor Management—
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 An outbreak of pulmonary tuberculosis (TB) in a dormitory of construction laborers 
took place, and this outbreak was presumed to be caused by the same sourse of infection, 
based on the results of restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis and 
other findings. After the first patient was admitted to the hospital with active TB, 18 
new other TB patients were discovered by repeated contacts examinations. They were all 
male and single, and were aged from 41 to 67 years old (mean age  51.7). Among 19 

patients, only 4 patients had a health insurance. As these patients lived together in the 
same dormitory, to prevent infection through close contact in the dormitory, repeated 
contacts examinations were further performed. In addition, several medical, social, and 
economical interventions were needed for these patients. It was also required to improve 
labor conditions in this construction company. It was concluded that comprehensive 
approaches including public health, medical treatment, social welfare, and labor manage-
ment aspects were indispensable to prevent TB among relatively poor laborers.
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は じ め に

結核 は1950年 には死因の第1位 であ った もの の1999

年 には22位 に後退 し,結 核 による死亡 者数 はこの50年

間で著 しく減少 してい る｡ま た我が 国で は,国 民皆保険

の普及,お よび結核予防法 における医療費公費負担制度

の存在 によ り,い ったん結核 に罹患 して も,大 半 の人が

治癒可能 となつている｡し か し一方 でこれまで減少 しつ

づ けて いた結核罹患率 は1997年 に再上 昇 し,結 核 緊急

事態宣言 が発せ られている｡こ の要 因の1つ として,社

会全体 の結核 に対 する認識不足 に よる結核患者 の受診 の

遅 れ,お よびそれに伴 う診断の遅れに よる もの との指摘

がある1)Aま た健康保 険を持 たない貧 しい階層において,

特 に結核 の罹患率が高い ことか ら,こ の ような階層へ の

結核 予防対策の必要性 も指摘 されてい る2)｡

京都府宇治保健所では,平 成6年 度か ら結核 定期外健

康診断 ガイ ドライン3)に 沿 って事 業所 の 定期外 健診 を

実施 して きた｡平 成9年 度 に過去3年 間の定期外健診の

実施状況 をさかの ぼって検討 した ところ,対 象 となった

18事 業所の うち8事 業所が土 木建 設会社 で あ った｡特

に健康保険 を持 たない労働者 の多 い土木建設会社で は,

定期外健診 の実施 や患者管 理において,保 健所 か らの き

め細 かなアプローチが必 要である ことを実感 して きた｡

またわれわれは総合的 な結核予防対策 には,医 療面か ら

のアプ ローチ以外 に,労 働面,お よび福祉面(健 康保険

お よび住宅等 を監督す る行政)と の幅広 い連 携が必要で

あ ることを指摘 して きた4}5)｡こ の ような活動 を通 して

経験 した一建設会社 にお ける結核 集団感染の事例 におい

て,そ の再発予防 を 目指 して保健 面,医 療面,福 祉面,

お よび労働面 からの連携 を得 て,様 々な対策 を講 じて き

たので,そ の実際 につ いて紹介す る｡

事 例 紹 介

(1)概 要

1997年 に管 内のA土 木建 設会社(以 下A建 設 という)

において結核患者 の集団発生が認め られ た｡こ の事例 に

ついて詳細 に検討 する とともに,そ の後4年 間にわたっ

そ,京 都府 宇治保健 所 を中心 に,各 機関 と連携 を とりな

が ら,定 期外 健診 を継続 して きた ので その結果 について

も解析 した｡さ らに保健面,医 療面,福 祉面,お よび労

働面か ら様々 な対策 を講 じて きたので,そ の経 緯を以下

にまとめて報告す る｡

(2)患 者の発生状況(Table1)

1997年1月 に,A建 設 の寮 に住 む60歳 の男 性(結 核

の既往歴 あ り)が,咳,お よび血疾 を主訴に管内の結核

専 門病 院を受診 した｡検 査 の結 果,ガ フキー9号 と大量

Table  'I History of outbreak, onset, intervention, and finding of patients with tuberculosis 

History of outbreak Onset and intervention Patient with tuberculosis 

 January, 1997 Clinical symptom Case 1 
 March, 1997 Clinical symptom Case 2 
 March, 1997 Examination for contact persons of Case 3, 4 

                  case 1  (N=10) 
 March, 1997 First mass examination  (N=80) Case  5  —10 

 May, 1997 Clinical symptom Case 11 
 May, 1997 Questionnaire  (N=79)  — 

 July, 1997 Second mass examination  (N=53) No patients 
 November, 1997 Clinical symptom Case 12 

 December, 1997 Third mass examination  (N=47) No patients 
 July, 1998 Fourth mass examination  (N=45) Case  13—  15 

 January, 1999 Fifth mass examination  (N=36) Case 16 
 August, 1999 Sixth mass examination  (N=33) Case  17-19 
  February, 2001 Seventh mass examination  (N=53) No patients 
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に排菌 してい ることが判 明 した｡1997年3月 に,接 触

が濃厚である10名 に対 して,保 健 所 にお いて接 触者 検

診 を実施 した ところ,大 量排 菌1名 を含 む2名 の患 者

(症例3,4)が 発見 された｡上 記3名 に対 して,保 健 婦

が入院先の病院 を訪問 した ところ,す で に自覚症状 にて

受診 し,入 院 してい る他の患者(症 例2)が い る こ とが

明らか にな った｡

1997年3月 に80名 の労働者 を対象 に,定 期外 健診 を

実施 した ところ,新 た に6名 の患者が発見 された｡同 年

5月 には,症 例11が 自覚症状 にて保健所 を受診 した後,

直ちに管内の結核専 門病院 を紹介 した ところ,ガ フキ ー

9号 と大量 に排菌 していた｡な お症例11に ついては3月

の定期外健診では異常 を認め なか った｡こ のため,在 籍

者79名 に至急,健 康状態 に関 す るア ンケ ー トを と り｡

受診や治療 に関 して援助す る旨を徹底 して周知 した｡ま

た個 々の労働者 に確実 に手渡せ るように,ア ンケー ト用

紙には本人の署名 を求め,封 を して提 出 して もらうこと

とした｡74名 分が 圖収 され,特 に 自覚症状 を有 す る者

はなか った｡ま た同年7月 に53名 を対象 に,第2回 定

期外健診 を実施 した ものの,患 者 の発見 はなか った｡同

年11月 に症例12が 自覚症状が あ り,来 所 したの で,直

ちに管 内の結核専 門病院 を紹介 したところ,ガ フキー4

号で あつた｡そ の後 の検診 にお いて,7名 の結核 患者 を

発見 してい るが,排 菌例 は認め られなか つた｡

患者10名 に対 して,結 核菌 のrestrictionfragment

lengthpolymorphism(RFLP)検 査 を実施 した とこ

ろ,初 発患者 と同 じパ ターンの者が7名 に認 められ,集

団感染 の可能性の 高い ことが示 された(Table2)｡一

方,症 例8,9は それぞ れ特有 のパ ター ンを示 し,集 団

感染で はない と考 えられ た｡

2001年2月 に第7回 の検診 を53名 を対 象 に実施 した

が,患 者は発 見 されなかった｡現 在,1997年 の結核 患者

集団発生当時か ら引 き続 き在籍 す る者 は37名 で,治 療

を終了 した患者12名 も元気 に働 いている｡

(3)患 者の プロフィール(Table2,3)

病状,入 院期 間,お よび転帰 など をTable2に 示 す｡

排菌 している者 は,ガ フキー一・2号 が1名,4号 が2名,7

号が1名,9号 が3名 と,比 較的大量排菌例が多かった｡

入 院期 間は,極 め て短期 間の検査入 院か ら,長 い例 では

1年7カ 月にわたる症例 も認 め られた｡入 院期 間が 比 較

的長か った理 由と して,い ったん退 院す る と通 院が 困難

で治療 を中断す るお それが あることへ の配慮 を,病 院に

依頼 したこ とが影響 した もの と考 え られた｡

転帰 につ いては,治 癒が15名,中 断1名,転 居1名,

不明1名,死 亡1名 であつた｡症 例5に ついては,5カ

月 間入 院 し,退 院後 の管理検診が受診 できていないため,

Table2Patientcharacteristicsandsocioeconomicalintervention
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Table3Distributionofageofallemployeeandpatientswith

tuberculosis

Distribution

ofage

Allworkers(N需55)* Patients(Nニ19)**

Number Percent Number Percent
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バ
リ
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O
O

7
[

4

《U

19

0

0
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36.8

21、1

0

100

*meanage:49 .9**meanage:51.7

中断 と判断 した｡症 例12に ついては,退 院後転居 してお

り,最 終 の治癒確認が できなか った｡症 例7に ついて は

肝機能不全の ため死亡 した｡症 例18に ついては,陳 旧性

の影があ るため1997年 の定期 外健 診 か ら精 密検 査 を指

示 してい るものの受診せず,1999年10月 に結核 専 門病

院 を受診 したが,当 日外泊 したまま帰 らず行方不明となっ

た｡10目 後,大 阪の病院 に入院 した との連絡が入った｡

患者 の うち,健 康 保険 を持つてい る者は,国 保3名,

日雇い健保1名,計4名 のみであつた｡寮 の所 在地であ

る町の健康保 険に加 入 させ る前提 として,ま ず住民票 の

所在 地を確認 して,転 出入させ るための援助が必要であっ

た｡ま た12名 の者 が生活保護 の対 象 となった｡し か し

なが らいったん寮に戻 る と働 く場所 と見 なされ生活保護

の対象 とな らないため,退 院後 に寮 に戻 れない者,ま た

戻 りた くない者 に対 しては,公 的住居の斡旋 などの援助

が必要で あった｡

A建 設の全労働者の 年齢構 成 をTable3に 示 す｡年

齢の幅は24歳 か ら76歳 までで,平 均年齢は49.9歳 であっ

た｡40歳 以上が81.8%,50歳 以上 が60.0%と 高 年齢 化

を示 してお り,一 番多い年齢 層 は50歳 代で あ り,45.5

%と 半数近い｡一 方患 者19名 の 年齢構 成 につ いて は,

41歳 か ら67歳 までで,平 均 年齢 は51.7歳,中 央値 は50

歳で あった｡

(4)職 場環境

職場環境 はすべ て著者 らが 直接 調査 を行 っ た｡A建

設は,京 都市 と大阪府枚方市の 中間地点で幹線道路沿い

にあ る｡建 物は3階 建てで最 大80名 程 度 の労働 者 を収

容 で きる｡1階 に事務所,食 堂,浴 室,ト イレ,お よび

娯 楽室があ り,2,3階 部分 は2畳 の個 室が 連 なっ てい

るが,ベ ニヤ板 で仕切 った程 度の簡単な構 造である｡建

物全体が カ ビ臭 く,食 堂は土間 になつてお り,暗 く不衛

生的 な感 じである｡個 室 については,上 の方に小 さな窓

があ るものの換気 は不良で あった｡布 団は リース会社 が

入 り,シ ー ツの洗濯 は本人任せで ある｡

日雇い労働者の数 は,定 期外健診の実施対象 者数で も

示 され るように流動的で時期 によ り異 なる｡ま た1/3～

1/2程 度は 自宅か ら通 っていた｡患 者19名 の うち,大 阪

の愛隣地区にいた ことが確 認で きてい る者が7名 お り,

人手が足 らない際に,西 成まで求人に行 くとのことであっ

た｡仕 事 現場 は,京 都,大 阪,滋 賀,お よび奈良 と広域

にわたつている｡管 内の他 の建設会社 と比較 して,鳶 職,

コンク リー トエ,お よび足場組 みな どの技術 を持つ者は

少 な く,単 純 な肉体労働 に従事す る者が多レ㌔ 現場へは

主 にマ イクロバ スを使 って移動す る｡収 入は 日当1万 円

か ら1万3000円 で あるが,こ こか ら寮 費 として3500円/

日(内 容 は賄いお よび部屋代)が 引かれるので,結 果的

に毎月10万5000円 は収入か ら差 し引 かれ て いる｡仮 に

病気で入院 した場合で も,入 院中の部屋代(500円/日)

を,退 院後 に返済 しな くて はならなかった｡ま た入寮 の

際 に所 持金がない場 合 は,5000円 程 度の 金額 は前 借 り

として用立てて くれる との ことであ った｡17～18日/月

仕事 があれば良いが,10日 くらい しか仕事 のない こと も

あ り,経 済的には きわめて苦 しい状況 にあ る｡仕 事 は求

人枠 の人数に より,若 い人か ら優 先 され決 まつて い く｡

ほ とん どの者 は仕事 があれば朝早 くか ら夜 まで,勤 勉 に

働い ていた｡近 くに商店が な く買 い物に不 自由 なため,

ジゴース,茶 な どの飲 み物 は 自動販 売機 が設置 されてお

り,ビ ール等の アルコールについては,事 務所 に買われ

てあ るもの を,「つ け」で買 い取 る形 で あつ た｡ほ とん

どの者が大量飲酒者で あった｡ま た洗濯 については,コ

インラン ドリーが設置 され ていた｡

A建 設では,採 用 時は もちろんの こと,定 期 健康 診 断

も実施 してい なか った｡結 核の接触者感染 を早期発 見す

るための定期外 健診 を実施す るに際 して,保 健所長,担
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当係長,お よび保健婦 の3人 が,A建 設 まで出向 き,A

建設の社 長に状 況を説明 した｡社 長は他 の事業所 も経営

しているこ とか ら,日 常の経営 については現場 の責任者

に任せ っ きりで,1回/月 程 度 しか会 社 に顔 を出 さない

とのこ とであった｡健 康診 断の必要性 を示唆 したところ,

A建 設社長 は,自 社 で健康 診 断 を実 施す る予定 は現在

もまた今後 もない との考えを示 し,ま た保 健所 の定期外

健診には協力 はする ものの,皆 が仕 事か ら帰つて くる夜

間でなければ検診 は不 可能 と返答 した｡

(5)定 期外健 診の実施方法について

定期外 健診 を実施 する前 に,保 健所内で定期外 健診検

討会議 を開 き対 策を協 議 した｡以 前に他 の建設会社 を対

象 とした定期外 健診 において,「 精密検 査 が必要 」 と話

した患者が,受 診予 定 日に行方不 明になつた ことがあっ

た｡こ のため今後実施 す る検診 にお いて は,対 象者 に

「結核が発見 された場合 には,治 る まで経 済 面 を含め た

援助 を行 う」 ことの十分な周知 を行った｡

第1回 目の検 診か ら,予 防医学セ ンターの レン トゲ ン

車を夜間(午 後5時 ～8時)会 社 に派遣 し,会 社 の事務

室で,問 診 お よび診察 を実施 した｡胸 部エ ックス線 の

読影 については,保 健所長があた り,必 要に応 じて結核

診査会の委員の意見 を求めた｡胸 部エ ックス線撮影(単

純正面)で 異常が見 られた者に対 しては,結 核 専門病院

を紹介受診 させた｡ま た専門病院 を受診する際 には保健

婦が同行 した｡定 期外健診 においては,レ ン トゲ ン撮影

に加 えて喀疾検査(1回 のみ)を 毎回実施 したが,結 果

的に排菌者は認め られなか った｡

第3回 定期外健診 に際 して,血 圧 測定,お よ び検 尿

(糖,蛋 白,お よびウロビリノーゲ ン)を 実施 した｡高

血圧の値 を示す者が36,2%と 多 く,境 界域 を含 め る と

57.4%と 高率であ った｡最 高血圧 が200mmHg以 上 の

者が3名 お り,最 高値の者 は250/142mmHgで あ った｡

治療 中の者 はお らず,受 診勧 奨 を行 った ものの受診 した

者はい なか った｡尿 検査結果 と して尿糖(+)の 者 が2

名,尿 蛋白は(±)1名,(+)1名,お よ び(++)1

名,ま た ウロビリノーゲ ンは6名 が異常値 を示 した｡

(6)他 機関 との連携 について

労働安全衛生法第66条 には事業 者 の労働 者 に対 す る

健康診断実施の責務 について明記 してお り,ま た同 条4

項 には,「必要 とあれば都道府県労働基 準 局長 は事業 者

に対 して臨時の健康診断の実施 を指示で きる」 とあ る｡

これ に基づ き労働基準監督局 にA建 設の社 長 を指導 す

るよう依頼 した｡こ れ を受 けて,1997年12月 労働 基準

監督署監督官 はA建 設社長 に対 して年1回 の 健康診 断

を実施す るよう指導 し,ま た労働基準監督局 よ り社長の

納得 を得 られた旨連絡が あった｡し か しなが ら以後 も同

社 による検診 は実施 され なかつた｡保 健所か ら再度会社

に労働 基準 監督局か らの指導の 旨を確 認する も返答は得

られなかった｡ま た労働 基準監督局か らは,今 後定期的

に監督審査 に入る時期に指導 を強化 してい くとの回答が

得 られた｡

健康 保険については,患 者の うち3名 が国民健康保険,

1名 が 日雇い健康保 険 を持っていた ものの,他 の15名 は

保 険 を持っていなか った｡こ のため国民健康保険に加入

するための援 助が必要であ つた｡ま た住民票 を他の住所

に放置 した ものが多かったため,住 民票 を現住所に転入

するための手続 きの必要性 について説明,援 助 した｡ま

た滞納 した保険料 の一括 払いが困難な者 には,分 割払い

で対応 するな どの便 宜 を図 った｡

休 業時の所得保障 を目的 とする雇用保険 について も未

加入であったため,12名 に生 活保 護 の 申請の援 助 が必

要であ った｡し か しなが ら患者は,退 院後 にA建 設 の

寮に戻れば,寮 は働 く場所 と見 なされ生活保護の対象 と

ならない｡こ のため しば らく療養が必要 な者や,働 けな

い者は,借 家や公的住宅 に入居す るための援助が必要 で

あった｡結 局11名 が寮 に戻つ たが,う ちl名 は寮 費 を

取 られ るとい う理由で,車 の中で生活 してい るとの こと

であ った｡

他の援助 として,老 齢福 祉年金の支給の斡旋,日 雇 い

健康保険制度の周知(病 院,お よび患者 の双 方 に),ま

た肉体労働が困難 になった者 に対 して は,転 職 の斡旋 も

行つた｡さ らに日雇い保険 について は,日 雇 い保険証 を

持 っている患者 と病院の医事課 との トラブルがあること,

また医療現場のみ ならず福祉の分野の ケースワーカーも,

日雇い保険の し くみや保険料 などの内容 につ いては良 く

知 らない とい う問題点が浮 き彫 りになった｡こ のため 日

雇い健康保険の勉強会 と して,職 業安定所 か ら講師を招

き,日 雇い健康保険の仕組み につ いて学習す る とい う機

会 を設 けた｡

考 察

結核の歴 史は人類 の歴 史とと もに始 まる といわれる｡

しか しなが ら産業革命 によって多 くの都市労働者が生 ま

れたことが結核の爆発的 な増加 と密接 に関係 しているこ

とも事実で ある｡我 が 国において も同様 であ り,近 代 化

とともに,明 治後半 か ら大正 ・昭和初期 に結核 は猛威 を

振 るい,特 に繊維 産業 においてはr女 工 哀史 と肺病 」 と

い う言葉 を生 み出 した6).

1951年 に施行 された結核 予 防法 に よ り,結 核 予 防,

お よび治療 に関す る法体系 が整備 されたこ とが結核 の減

少 に大 き く寄与 して きた｡し か しなが ら今回報告 した事

例の ように,健 康保 険を持 たず,職 を失 うと住 む場 所 も

同時 に失 い,治 療が 後手 になつて しま う集団において発

症 した患者 については,結 核予 防法のみでのアプ ローチ
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は困難であ る｡す なわち,公 費による治療 のみな らず,

居住,お よび経済的 な援助 な ど総合 的な社会保 障が必要

であった｡

豊田 らの調査 による と,い わゆるホーム レスに結核 の

発見 され るケ ースの多 くは,ガ フキ ー4号 以上 であ り

(65例 中54例),う ちガフキー10号 の大量排 菌者 も22例

と多数 を占めている｡ま た約1/3が 再治療例 であ り,薬

剤耐性例 の比率 も4年 後の調 査において,顕 著 に増加 し

た と報告 している7)｡さ らに全体の約3割 が,特 に薬剤

耐性群 では約6割 の者 が,治 療 を中断 している｡こ のこ

とが ホーム レス集団における耐性 菌の増加 の大 きな要 因

になっている と指摘 されている り、 またホーム レスの 中

には,結 核罹患 に よって,職 と同時 に住 む場所 を失い,

結 果的にホーム レス となつた例 も多い｡加 えて経済的事

情 に より医療 機関を受診で きない ことか ら病状が悪化 し,

大量排 菌状態 で救急 車な どで病院 に搬入 されるケースが

多い と指摘 されてい る8)～10)｡こ のよ うに重 篤 な状 態 で

の発見であれば,結 核感染者 はすで に多 くの人々 と接 触

し,大 きな感染源 となつてい る可能性が高い と考え られ

る｡事 実,今 回 の集 団発生 事例 も,8名 の患者 の菌 が

RFLP検 査で同一一パ ター ンを示 した｡精 神 病 院 にお け

る結核 集団感染事例の発生要 因と して,中 高年齢層の長

期 にわた る接触があげ られて いる が11).本 事例 で も現

場 までのマ イクロバス移動,共 同生活での入浴,食 事,

飲酒や麻雀の際の接触 などが感染 を拡大 した と考 えられ

る｡

結核 対策 には,医 療面 と保健面 との連携が必須である｡

まず第一 に治療 を受け させ ることが大切である ことはい

うまで もない｡し か しなが ら治療開始 を契機 とした生活

の変化,経 済的 な問題 などを包含 した今 後の生活 をいか

に設計す るか とい う社会的対応 も必要であ る｡こ の よう

な対応が ない場合 には,結 果的 に患者 を治療中断せ ざる

をえない状況 に追い込みかね ない｡す なわ ち結核 を完全

に治療 し,患 者 を社会復帰 させ るため には,い か に患者

の生活 を保障 しえるかが重要であ ると考 える｡そ の保障

の中 には,健 康保険,住 居,お よび生活保護な どの経済

的援助 も含 まれ るべ きであ る｡し か しなが ら日本の福祉

は 申請主義であ ること,ま た実際 に社会保障 を必要 とす

る人々は,役 所 などの公的機関が苦手 な人た ちが多い こ

とも事 実である｡こ のため積極的 な社会的援助がなけれ

ば,公 的援助 が受け られない こともあ り得 る(た とえば

症例1に おいては老齢福祉 年金が もらえなかった と考え

られる)｡一 方,高 鳥毛 らは大阪の愛隣地 区 には,更 生

相 談所 な どが存 在 し,歴 史的経過の中で結核患 者 にとっ

ての社会 的セー フテ イーネ ッ 卜が整 っている地区 と指摘

している2)｡こ のような背景 か ら,症 例18は,日 雇 い

労働者 間の情報 交換 に より大阪に流れ,大 阪の病院に入

院 した と考え られた｡

結核 に罹患 した場 合,排 菌例 において は結核予 防法第

35条 の適用 とな り,治 療 費 は入 院費 用 も含 めて 公的 に

保 障される｡し か しなが ら排菌の ない例 にお いては,34

条の適用 とな り,仮 に国保 の3割 負 担 と して も,入 院

すれば10万 円以上 の 自己負担が か か るこ とに な る｡入

院中は生 活保護 が受け られ るものの,退 院後,寮 に戻 れ

ば生活保 護は受け られな くなる｡ま た通院で も検査によっ

ては 自己負担 が500o円 以上か か る場 合 もあ り,こ の 費

用負担 に耐え られない人 も多い｡こ の ような経済 的側面

か らの外 来通院の困難 さについて は,豊 田らに よって も

指摘 されている9)｡今 回の集 団発生 に際 し,患 者の健康

保 険の有無について詳細に調査 しえた｡大 半 の人が,A

建 設で 臼雇いの仕事 に就 く以前は社会保険 に加入 してお

り,健 康 保険の必要性 については十分認識 していた｡ま

た以前は国民健康保 険に加 入 し保険料 を払 っていた もの

の,経 済的事情 に より払えな くな ったため放置 している

人 も認め られた｡そ の他,住 民票 を故郷 におい たまま放

置 している人,あ るいは,現 在の住所が債権者 に分か る

と困るので 日雇い保 険には入れるが,国 民健康保険 には

入れない とい う人 も存 在 した｡

平均 年齢が約50歳 の対 象に は,病 気 が 治癒 した後の

生活(衣 ・食 ・住)を 安定 させる方面 につい て も援助が

必要である｡石 畠 ら,倉 澤 らに よると,結 核 の罹患 と,

アル コール多飲 に よる栄養不足の関係が指摘 されている｡

このため栄養 指導 を含めた生活指導が必要で あると報告

されている12)13)｡ま た退院後 の住居 の保 障 と して,治

療 終了後,症 例1,3,10の ように公 的住 宅や借 家 に入

居で きた場合は よい ものの,症 例13の よ うに経済 的事

情 か ら車の中で生活する者 も認め られ た｡本 来 な ら,退

院後に療養期間が必要な症例 もあ ると考 えられるが,他

に住居 を持たない患者は,体 力的 に仕事 に復帰 で きな く

とも,会 社の寮に戻 らざるを得 ない場合が多 い｡谷 本 に

よれば,全 世帯に対 して単身世帯の居住状況 はかな り低

水 準にある｡こ の差 をもた ら した要 因 としては,単 身世

帯 が公共住宅政策の対象か らはず され て きたこ とと,低

質な民間借家の大量の存 在 に よる｡1980年 の法 改正 で

初めて,・公営住宅の入居が可能 になった ものの,実 際に

入居で きる者は 「特 に居住の安定 を図る必要 がある者 と

して政令で定める者」で,60歳 以 上 の男,50歳 以上 の

女,身 体障害者,戦 傷病者,原 爆被爆者,生 活保護 受給

者,海 外引揚者 に限 る ④ とい う大 きな問題 点 が ある｡

今回の事例の ような土木建設会社 で働 く労働者 を,他 の

研 究で は 「住所不定者」 ととらえてい るこ とが多い｡確

か に,ホ ー ム レスの予備軍であ る ということはで きるが1

37名 が4年 以上定着 してお り,中 には10年 以上 暮 らし

てい る人 もあ ることか ら 「住所不定者」 とひ とく くりに
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とらえるこ とはで きない と考える｡こ の背景は,安 価 な

単身者住 宅の不足 にあ り,こ れ らの問題 を解決するため

には,今 後,単 身者 に対する住宅政策の貧困 さを改善す

るこ とが重要 と考える｡今 画の集団発生 に際 して,治 療

終了後 の生活の保障 として,病 状 や高齢 のため働 けない

患者に対 しては,府 民福祉 課 との連携の もとに,生 活保

護の申請や公営住 宅の申 し込みな どを勧 め,長 期的なス

パ ンで援 助 して きた｡名 古屋 市や東京都 におけ る結核 の

課題 を有する住 所不 定者の年齢層が中高齢層である こと

はこれ までに指摘 されてお り期 紛.今 後 は老後 の生 活

保障 をも考慮すべ きであろ う｡

結核専門病院の問題 として,管 内の専門病院は国立療

養所であるが,国 立療養所の新規入院患者の うち,住 所

不定者が多 くを占めてい るとい う報告9)が あ る一 方 で,

療養所のベ ッ ドが削減 されてい る｡こ の事例で も多い と

きには,11名 の者が同時 に入 院 してい た｡ま た療養 態

度の悪い患者 は社会的背景 を考慮す ることな く即,退 院

させ られ ることもあ った｡実 際 に,退 院後の生活 につい

て相談 中であ った他の建設会社の作業員 は,入 院中 に外

出を して飲酒 し,午 後8時 の帰 院が10時 に なつた との

理由で翌 日退院 させ られ,最 終的 にはホ ーム レス になっ

た｡結 核専 門病院 におけ る社会的側面の配慮が不十分で

あることを示す事例 と考 える｡ま た前述 した ように,結

核専 門病院入院中 には,結 核の治療のみならず,ア ルコー

ル依存 の治療や栄養のか たよ りを防 ぐための指導 も同時

に行 うべ きと指摘 されてい る12)16)｡

今 回報告 したような結核ハ イリスク者 に的 を絞 った対

策の有効性 は,す で に豊 田らによ り指摘 されて お り17)一

今後 のよ り一層の充実が望 まれ る｡不 況の時代 に企業の

倒産などによ り生活 の不安定階層が増加 してい る今 日,

社会 か ら落 ちこぼれ てい く人々に対す る,サ ービスが欠

落 しないように 「公衆衛生 の視点」18)で,現 代 にあわせ

た結核対策の見直 しが求め られて いるといえる｡

ま と め

A建 設 にお ける結核の 集団発 生 を契機 に,保 健 医

療 ・福祉が連携 を取 り,治 療 中断者,脱 落者 を出さない

取 り組み を進めて きた｡集 団発生後,2年 間は後発 患者

が発生 したが,そ の後定期外健診 を継続 して,早 期発見

につ とめ,排 菌患者が 出ることを防 ぐこ とが で きた｡治

療修了者 に対 して も,住 居 や就労 な どの生活条件 を整 え

た｡結 果的 に患者 の うち12名 は現在 もA建 設 で働 い て

いる｡ま た集 団発生 以後 の4年 間,引 き続 き37名 が職

場 に定着 している｡ま た労働基準 監督署 とは連携 を とっ

た ものの改善 は実行 されず,今 後は結核 と労働 の場 との

関係 を調査 し,労 働衛生 面での対策が必要 と考えられた｡

歴 史的に見て も,結 核 と社 会的弱者 との関係 は深 く,本

事例の ようなハ イリスクな集団 に対 して は,ホ ーム レス

にな る前 に,早 期発見 を し,療 養の機会 を保障 し,今 後

の生活 に対 してのサポー トを した上で,社 会復帰 して も

らうことが必要であ ると考 えられ た｡結 核対策強化事業

の うちの 「飯場対策(CTな どの検査 も無料 となる)」

は,無 保険者 にとって はきわめて有効 な対策で ある と期

待 す る｡
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